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商品マスタデータ同期化に関する良くある質問

商品マスタデータ同期化では、

どの部分を標準化しようとしているのか？

どんな商品に適しているのか？

実際に使われているのか？

どうすれば使えるようになるのか？

百貨店業界に適用する場合にはどうなのか？



商品マスタ情報交換業務において顕在化していた課題

企業間のマスタ情報交換は、個別対応や紙ベースのやり取りとい
う面で非効率さが残っていた

商品販売側 商品購入側

我が社の独自様式
に併せて情報提供

してください！

FAXの情報を見な

がらタイプしたら入
力ミスしてしまっ

た！

取引先毎に異なっ
た様式で記入して
FAXしなければ！



商品マスタデータ同期化の狙い

商品マスタデータ同期化は、非効率さの改善だけでなく、企業間
協業活動の高度化を目指して検討が開始された

自社の商品自社の商品
マスタマスタDBDB

卸の商品マ卸の商品マ
スタスタDBDB

小売の商品小売の商品
マスタマスタDBDB

自社商品マスタDBメン
テナンス担当者

営業担当者

固有情報が多い！
・基礎情報
・営業に必要な情報
・物流に必要な情報

固有情報が多い！
小規模になると
情報システムが整備

されていない

営業担当者 自社商品マスタDB
メンテナンス担当者

メーカー 卸売 小売

狙い①：個別対応からの解放、紙からの解放、自動化などに
よる効率と精度の更なる向上

狙い②：情報共有の迅速化、高精度化を通じた新たな付加価値
の創出による競争力強化

最終像は製配販３層の全体最適の実現



商品マスタデータ同期化の対象 ： ３つの視点での標準化

商品マスタデータ同期化では、①商品情報交換プロセス、②商品
マスタ項目、③通信インフラの標準化を推進している

レジストリ

データプール データプール

①レジストリおよびデータ
プール間の商品情報
交換プロセスを標準化

②レジストリおよびデータ
プールで管理されるマ
スタ項目を標準化

③レジストリおよびデータ
プール間の通信インフ
ラを標準化

ユーザー企業 ユーザー企業



商品マスタデータ同期化の対象 ： 商品情報交換プロセスの標準化

商品情報交換プロセスは、レジストリとデータプールの存在を前
提として検討

レジストリ

データプール データプール

ユーザー企業（売り手：例えばメーカー） ユーザー企業（買い手：例えば
小売）

・詳細な商品情報が存在する
データプールの場所などを
記録したイエローページ的
役割を果たす

・データプールの数が増えて
きた段階で重要性が増す

・複数企業が登録するマスタ
情報の内容を標準化され
た項目に従って管理する
サービスを提供する



商品マスタデータ同期化の対象 ： 商品情報交換プロセスの標準化

商品情報交換業務のうち、商談成立後の商品マスタ登録プロセス
について標準化、商談時のプロセスの標準化は今後の検討課題

＊「事前商品情報収集」とは、商品情報が完全には固まっていない状態で公開された情報の収集行為のこととする。
（例：新商品の発売前に行われる商談での、最小限の情報交換）

ﾒｰｶｰ

卸

（仕入）

小売

新商品案内
（コンセプト提案）

新商品案内
（コンセプト提案）

商品情報収集

商品マスタ登録申請

商品マスタ登録
申請

商品マスタ登録
・共通情報
・個別情報

商品マスタ登録
・仕入価格情報
・販売価格情報

商品マスタ登録
・仕入価格情報

商品マスタ登録
・販売価格情報

新商品情報公開（ＧＴＩＮコード確定後）

基本業務

商
品
マ
ス
タ
作
成
業
務
に
伴
う

商
品
情
報
提
供
業
務

卸

（営業）

商品情報
収集

商品マスタ登録
・共通情報
・個別情報

商品マスタ登録
・販売価格情報

マスタデータ改廃
・価格変更
・条件変更 等

マスタデータ改廃
・価格変更
・条件変更 等

マスタデータ改廃
・価格変更
・条件変更 等

マスタデータ改廃
・価格変更
・条件変更 等

終
売商品マスタ登録 販売

取
扱
商
品
決
定カタログ情報

提供

カタログ情報
収集

カタログ情報
提供

商談

棚割情報提供

棚割情報
提供

棚割情報収集

棚割情報
収集

事前商品情報収集 商品マスタ登録

＊未取扱商品（既に情報公開されている商品）に関する商品情報収集も含める



①メーカーによる商品マスタ情報の登録

②小売による購読条件の登録

③公開された商品マスタ情報と、購読条件とのマッチングおよびマッチングした商品
情報の小売への通知

④小売による情報受入れ可否の判断とメーカーへの判断結果通知

商品マスタ同期化プロセスの概要商品マスタ同期化プロセスの概要
同期化プロセスの基本的な流れ（全体像）

小売ユーザーメーカーユーザー

ナショナル・レジストリ

データプール
（メーカー機能）

データプール
（小売機能）

①

① ②

②

②

③

③ ④
④

④

商品販売者をメーカー、商品購入者を小売としたモデルケースで記述



メーカーは、商品情報をメーカー用データプールに登録する（Item登録）。

併せて、その商品情報を誰に、いつ公開するかを登録する（CIP)

メーカー 小売

メーカー用デー
タプール

小売用データ
プール

レジストリ

Catalog 
Item

レジストリ
情報

RCI

RCI

Item登録

Item登録

RCI:カタログ情報登録依頼
(Registry Catalogue Item)

CIP: カタログ情報公開登録
(Catalogue Item Publication)

CIP

CIP

（参考）（参考）商品マスタ同期化プロセスの概要商品マスタ同期化プロセスの概要

①メーカーによる商品マスタ情報の登録

商品販売者をメーカー、商品
購入者を小売としたモ
デルケースで記述

・商品情報をデータプー
ルに登録する

・データプールに登録さ
れたことがレジストリに
通知される



小売は、どのような商品情報が必要なのかという条件を小売用
データプールに登録する（CIS)

メーカー 小売

メーカー用デー
タプール

小売用データ
プール

レジストリ

Catalog 
Item

レジストリ
情報

CIS:カタログ情報購読条件登録
Catalogue Item Subscription

CIS

CIS

（参考）（参考）商品マスタ同期化プロセスの概要商品マスタ同期化プロセスの概要

②小売による購読条件の登録

商品販売者をメーカー、商品購入者を小売としたモデルケースで記述

・どのような条件
の商品が欲しい
かを登録する

・メーカー指定

・分類指定

など



メーカーの公開情報(CIP)と、小売の購読条件(CIS)とが合致した
場合には、マスタ情報が小売に通知される（CIN)。

メーカー 小売

メーカー用デー
タプール

小売用データ
プール

レジストリ

Catalog 
Item

レジストリ
情報

CIS:カタログ情報購読条件登録
Catalogue Item Subscription

CIN:カタログ情報登録通知
Catalogue Item Notification

CIS

CIS

CINCIN

CIP

CIP

（参考）（参考）商品マスタ同期化プロセスの概要商品マスタ同期化プロセスの概要

③公開された商品マスタ情報と、購読条件とのマッチング

・小売が事前登録した条
件に合致する商品情報
が自動的に通知される



メーカー 小売

メーカー用デー
タプール

小売用データ
プール

レジストリ

Catalog 
Item

レジストリ
情報

CIC:カタログ情報受領確認
Catalogue Item Confirmation

CIC

CICCIC

CIC

（参考）（参考）商品マスタ同期化プロセスの概要商品マスタ同期化プロセスの概要

④小売によるマスタ情報受入れ可否の判断と判断結果通知

小売は受領した商品マスタ情報を受け入れるか、不要なのかを判
断してメーカーに通知する（CIC)

商品販売者をメーカー、商品購入者を小売としたモデルケースで記述



商品マスタデータ同期化の対象 ： マスタ項目の標準化

マスタ項目は、日用品・化粧品、酒類・加工食品分野を対象とし
マスタ項目リストおよびコードリストの標準化

レジストリ

データプール データプール

ユーザー企業（販売側：
例えばメーカー）

ユーザー企業（購入側：
例えば小売）

・レジストリでは、標準項
目のうちイエローページ
機能の実現に必要な最
小限の項目を管理

・取引先によらず共通の
情報として公開される
「基本項目」

・取引先との交渉の結果
として決定する項目

・各社が独自に使用する
が項目としては標準化
しておきたい項目

ユーザー企業内のマスタ項目については、①標準から自社独
自項目に変換、②標準項目準拠のいずれの方式も考えられる



商品マスタデータ同期化の基本コンセプト：
データ項目①

商品識別番号（GTIN)、情報提供者情報（GLN）、販売
対象国・地域コード（TM）をキー情報として商品を特定

する。

商品識別番号（GTIN：Global Trade Item Number） 拠点識別番号（GLN：Global Location Number）

出所）流通システム開発センター資料より



商品マスタデータ同期化の基本コンセプト：
データ項目②

キー情報以外についても標準化されたマスタ項目を使用
する。

基本項目

基本項目以外

メーカーの有し
ている公表情
報
（1：N）

取引を行う相対の
企業で決定する情
報（1：1）

画像
（任意）

2006年度実証では、基本
＋基本以外の項目で212
項目

（ＧＣＩジャパン2006年度
版）



その他（31）
・日付情報（3）
・発注方式関連（4）
・税情報（3） など

商品記述情報（３２）
＜商品名など＞

商品識別情報（５）
＜GTINなど＞

企業識別情報（３）
＜メーカーコードなど＞

商品分類情報（２）
＜JICFS分類など＞

商品取扱い情報（４）
＜品質保証期限など＞

栄養表示内容（10）
＜熱量、たんぱく質など＞

パレット仕様（４）
＜パレットの種類など＞

温度帯（３）
＜保存温度帯など＞

容量・重量情報（13）
＜内容量など＞

寸法（ｻｲｽﾞ）情報（19）
＜縦・横・高さなど＞

価格情報（３）
＜メーカー希望小売価格など＞

基本129項目

（注）カッコ内の数字は標準項目数

商品マスタデータ同期化の対象 ： マスタ項目の標準化

「基本項目」は製配販三層間で検討され、日用品・化粧品、酒
類・加工食品を対象として１２９項目について標準化



発注情報（24）
＜最低発注数量など＞

価格情報（13）
＜定番売価など＞

日付情報（11）
＜発注可能日など＞

商品取扱い情報（11）
＜販売区分など＞

商品分類情報（９）
＜小売の社内分類など＞

基本以外83項目

商談ルーム

その他（15）
・温度帯（4）
・棚割用情報（3）
・取引先識別情報（3）
・商品識別情報（3） など

（注）カッコ内の数字は標準項目数

商品マスタデータ同期化の対象 ： マスタ項目の標準化

基本以外の項目は、取引を行う相対の企業間で決定する取引条件
に関する情報など８３項目を対象として標準化



商品マスタデータ同期化の対象 ： 通信インフラの標準化

インフラとしては、データプールとレジストリを前提として、通
信手順について標準化

レジストリ

データプール データプール

ユーザー企業（販売側：
例えばメーカー）

ユーザー企業（購入側：
例えば小売）

・インターネットを利用
し、AS2という通信手

順を利用する

・データプールとユー
ザー間のやり取りの
方法はデータプール
事業者が提供する
サービスに依存する

・インターネットを利用
し、AS2という通信手

順を利用する

事業者のサービス競
争を期待！！


